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 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本

理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全

意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、これまで一度も中断する

ことなく続けられ、今年で９５回目を迎えます。 

 

 この間、労働災害は、事業場における労使の協調した労働災害防止対策の 

推進により、長期的には減少していますが、近年、就業人口の高齢化による 

高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛といった、労働者の作業行動に起因す

る労働災害が顕著に増加していることから、労働災害全体の件数は増加に転

じ、死亡災害も令和３年は増加に転じるなど予断を許さない状況にあります。 

 

鳥取県内における労働災害についても、長期的には減少傾向を示してきまし

たが、平成２９年以降は増加に転じ、令和３年の労働災害による休業４日以上の

死傷者数は５７７人、うち死亡者は６人となりました。死傷者数、死亡者数とも、

令和２年より減少したものの、今年度が最終年度である鳥取労働局第１３次労働

災害防止推進計画の目標（死傷者数４８１人以下）を既に上回り、大変憂慮して

います。 

 

労働災害を減少させるためには、事業者・労働者の双方が、労働災害防止の

ための基本ルールを徹底すること、また、それらを遵守・実行するため、時間

的・人員的に余裕を持った業務体制を構築することが重要になります。 

そのため、すべての働く方が、安心して安全に働ける職場の実現を目指し、

令和４年度全国安全週間は、 

「 安全は 急がず焦らず怠らず 」 

 

をスローガンとして、７月１日から７月７日まで展開します。 

 

 各事業場におかれましては、全国安全週間を契機として、新型コロナウイルス

感染症拡大防止、熱中症予防対策に留意しつつ、労働災害防止の重要性につい

て改めて認識を深めていただき、安全活動の確実な実施をお願い申し上げま

す。 

                    令和４年６月１日   

                     鳥取労働局長 山本 浩司  


